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西日本電信電話株式会社） 



諮問第３１８８号 

令和 6年 10月２日 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会長 相田 仁 殿 

総務大臣 村上 誠一郎 

諮 問 書 

基礎的電気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会

（会長 髙橋 誠）から、令和６年９月 19 日付けＴＣＡ支－383 及びＴ

ＣＡ支－384 により、電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」

という。）第 109 条第１項の規定に基づく第一種交付金の額及び交付方法

並びに法第 110 条第２項の規定に基づく第一種負担金の額及び徴収方法

について認可の申請があった。 

当該申請について審査した結果、電気通信事業法関係審査基準（平成

13 年総務省訓令第 75 号）第 24 条各号及び第 25 条各号に適合していると

認められるため、認可することとしたい。 

上記のことについて、法第 169 条第１号の規定により諮問する。 

（公印・契印省略） 
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申 請 概 要

１ 申請者 

一般社団法人電気通信事業者協会（会長 髙橋 誠） 

 （基礎的電気通信役務支援機関。以下「支援機関」という。） 

２ 申請年月日 

令和６年９月 19日 

３ 申請の概要 

支援機関が、第一号基礎的電気通信役務のユニバーサルサービス制度に

基づく第一種交付金及び第一種負担金について次の認可を受けようとする

もの。 

① 電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。以下「法」という。）第 109

条第１項の規定に基づく東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」

という。）及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）

に交付する第一種交付金の額及び交付方法の認可

② 法第110条第２項の規定に基づく第一種負担金を納付すべき接続電気

通信事業者等※ごとの第一種負担金の額及び徴収方法の認可

※ 前年度の電気通信事業収益が 10億円を超え、かつ、加入電話との相互接続通話を提供

する電気通信事業者（令和６年８月末現在 20社） 
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３① 法第 109条第１項の規定に基づく第一種交付金の額及び交付方法 

ア 第一種交付金の額

支援機関は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第

一種負担金算定等規則（平成 14 年総務省令第 64 号。以下「算定規則」とい

う。）第５条第１項の規定に基づき、第一種交付金の額を算定する。 

（１）補塡対象額 

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 
ＮＴＴ東日本及び 

ＮＴＴ西日本合計 

加入電話に係る加入者回線（基本料） １８．０億円 １０．１億円 ２８．１億円 

第一種公衆電話に係るもの ２０．２億円 １５．１億円 ３５．３億円 

加入電話に係る緊急通報 ０．２億円 ０．１億円 ０．３億円 

合 計※ ３８．３億円 ２５．４億円 ６３．７億円 

※ 数値は表示単位未満を四捨五入しているため、合計の数値と内訳の計については一致しない場合がある。

   （参考)昨年申請に係るＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の合計補填額 ６７．２億円 

注１ 加入電話に係る加入者回線（基本料）について 

加入電話に係る加入者回線（基本料）の原価は、算定規則第 15条第１項の規定によ

り通知された手順に基づいて算出された原価から小笠原母島ビルと大崎ビル間、式根

島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて算定している。

このため、算定規則第３条ただし書の規定に基づく許可申請が本件申請と併せ行われ

ている。 

注２ 令和６年能登半島地震に係る特別損失について 

ＮＴＴ西日本は令和５年度決算において、特別損失として令和６年能登半島地震に

よる災害特別損失を計上しており、このうち基礎的電気通信役務に係る費用を算入し

た原価を用いて算定している。 

このため、算定規則第３条ただし書の規定に基づく許可申請が本件申請と併せ行わ

れている。 
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（参考）ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の令和５年度基礎的電気通信役務収支表  

（億円、括弧内は対前年度増減率） 

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

営業収益 営業費用 営業利益 営業収益 営業費用 営業利益 

加入電話 1,275(-6%) 1,504(-5%) -228 1,222( -8%) 1,521(-8%) -298

基本料 1,275(-6%) 1,502(-5%) -227 1,222( -8%) 1,520(-8%) -297

緊急通報 - 1(-5%) -1 - 1(-8%) -1

第一種公衆電話 2(-25%) 22(-11%) -20  1(-24%) 15(-12%) -14

市内通話 2(-25%) 22(-11%) -20 1(-24%) 15(-12%) -14

離島特例通信 0(-58%) 0(-29%) -0  0(-45%)  0(-34%) -0

緊急通報 - 0(+6%) -0 - 0(+9%) -0

計 1,278(-6%) 1,526(-5%) -248 1,224( -8%) 1,536(-8%) -312

（２）各第一種適格電気通信事業者に対する第一種交付金の額の算定 

○ＮＴＴ東日本に対する第一種交付金の額

＝ ３８．３億円 － ＮＴＴ東日本の算定自己負担額※ 

○ ＮＴＴ西日本に対する第一種交付金の額

＝ ２５．４億円 － ＮＴＴ西日本の算定自己負担額※ 

※ ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本を接続電気通信事業者等とみなし、算定規則第 27 条第１

項及び第２項の規定を適用して第一種負担金の額を算定した場合の負担額。 

イ 交付方法

（１）交付手段 

銀行振込（振込手数料は、支援機関が負担） 

（２）第一種交付金の額の通知 

前年度の最終算定月の３か月後から最終算定月の３か月後までの間、毎

月、各第一種適格電気通信事業者に対して第一種交付金の額の通知を行う。 

 なお、前年度の最終算定月の３か月後に各第一種適格電気通信事業者に

対して通知する第一種交付金の額は、算定規則第 27条第２項に規定する「残

余の額」に係るものとする。 

4



（３）第一種交付金の交付期限 

第一種交付金の額を通知した月の翌月までに、支援機関が各第一種適格

電気通信事業者に対して第一種交付金を交付する。 

（４）各月の各第一種適格電気通信事業者に対する第一種交付金の額の計

算方法 

① 前年度の最終算定月の３か月後から最終算定月の２か月後までの間、

毎月、第一種適格電気通信事業者に対して通知を行う第一種交付金の額

の計算方法

＝ 第一種負担金を納付すべき各接続電気通信事業者等から納付を受

けた各月の当該第一種適格電気通信事業者に係る第一種負担金の額

の合計額 

当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額 

×  当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額＋支援機関の支

援業務に係る費用の額を補塡対象額の割合で案分した額 

② 最終算定月の３か月後に第一種適格電気通信事業者に対して通知を行

う第一種交付金の額の計算方法

＝ （第一種負担金を納付すべき各接続電気通信事業者等の当該第一種

適格電気通信事業者に係る第一種負担金の総額 － 前年度の最終算

定月の３か月後から最終算定月の２か月後までに第一種負担金を納付

すべき各接続電気通信事業者等から納付を受けた当該第一種適格電気

通信事業者に係る第一種負担金の総額） 

当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額 

×  当該第一種適格電気通信事業者の補塡対象額＋支援機関の支

援業務に係る費用の額を補塡対象額の割合で案分した額 

※ 各接続電気通信事業者等の第一種負担金の総額（第一種適格電気通信事業者ごとに算定し

た第一種負担金の合計額をいう。）又は各第一種適格電気通信事業者の第一種負担金の額に

当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が限度割合（３％）を超える場

合は、次の金額を控除する。 

  「①及び②の合計額」－「算定規則第５条第２項の規定により算定した額（整数未満の端

数は、四捨五入）」 

※ ①及び②において、整数未満の端数があるときは四捨五入する。

また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の額と一致しない場合は、額が最

大となっているもので調整する。 
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（５）第一種交付金の交付の特例 

第一種交付金の交付期限までに、第一種負担金を納付すべき接続電気通

信事業者等につき、算定規則第 22条第１項各号（会社更生法の適用等）に

規定する事由が生じた場合、同項の規定に基づき、第一種交付金を減額する

ことができる。ただし、当該事由の発生した接続電気通信事業者等から第一

種負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、同条第２項の規定に

基づき、案分して算定した額を第一種交付金として速やかに第一種適格電

気通信事業者に交付する。 

（６）支援機関の第一種交付金の交付に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の第一種交付金の交付に係る銀行口座については、預金額の全

額保障、振込先の限定等のセキュリティ対策を講ずるものとする。 

ウ その他

 算定規則第３条ただし書の規定に基づき、総務大臣の許可を得た場合は、

上記の記載によらず許可を得た方法により第一種交付金の額を算定し、第一

種交付金を交付することとする。
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３② 法第 110条第２項の規定に基づく第一種負担金の額及び徴収方法  

 

ア 第一種負担金の額 

 

支援機関は、算定規則第 27条第１項及び第２項の規定に基づき、各接続電

気通信事業者等の第一種負担金の額を算定（第一種適格電気通信事業者ごと

に算定した次の（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）の合計額）する。 

 

（ａ）最終算定月前月までの第一種負担金の額 

   当該接続電気通信事業者等の令和７年１月（予定）末～最終算定

月の前月（令和７年 11 月（予定））の月末の算定対象電気通信番号

の総数に番号単価※１を乗じた額 

 

（ｂ）最終算定月の第一種負担金の額 

   全ての接続電気通信事業者等から令和７年中に徴収すべき額（補

塡対象額に支援業務費を加えた額）から、最終算定月前月までに納

付した全ての接続電気通信事業者等の第一種負担金及び算定自己負

担額の合計額（前年度残余額を含む。）を控除した額に、接続電気通

信事業者等ごとの最終算定月の月末の算定対象電気通信番号の数が

全ての接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の総数に占め

る割合を乗じた額 

 

（ｃ）当該接続電気通信事業者等の前年度残余額 
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（※１）番号単価は平成 18 年総務省告示第 429 号（第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付

金及び第一種負担金算定等規則第二十七条第一項に規定する総務大臣が別に告示する方法を定め

る件）に従って支援機関が算定。補塡対象額、支援業務費（令和６年度中の費用額（令和６年３月

に認可）から前年度の次期繰越収支差額を差し引いた額）及び前年度過不足額を合算した額を令和

７年の予測算定対象電気通信番号の総数で除した額を合算番号単価とし、合算番号単価を第一種適

格電気通信事業者の補塡対象額の割合で案分したものを番号単価とする。 

 

①合算番号単価 ＝ 

（ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の補塡対象額の合計額＋支援業務費 

－予測前年度過不足額） 
 

令和７年の予測算定対象電気通信番号の総数 

 

＝  
（６３．７億円 ＋ ０.５億円 －（▲７億円）） 

 
２９．５億番号数 

 
＝ 2.4213… 円 ⇒ ２円（整数未満四捨五入） 

 
 

②ＮＴＴ東日本 

に係る番号単価 
＝ 合算番号単価 × 

ＮＴＴ東日本の補塡対象額 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の補塡対象額の合計額 

＝ ２円     × ３８．３億円 

６３．７億円 

＝ 1.203253960… 円  ⇒ 1.20325396 円（小数点以下第８位未満四捨五入） 

 

③ＮＴＴ西日本 

に係る番号単価  
＝ 合算番号単価 × ＮＴＴ西日本の補塡対象額 

ＮＴＴ東日本及びＮＴＴ西日本の補塡対象額の合計額 

＝２円      × ２５．４億円 

６３．７億円 

   ＝ 0.796746040… 円  ⇒ 0.79674604 円（小数点以下第８位未満四捨五入） 

 

 上記番号単価は、令和７年１月～同年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する。同年７

月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価については、平成 18 年総務省告示第

429 号に基づき、令和７年４月に、算定対象電気通信番号の総数の増減の見込み等を勘案して修正

の要否を判断する。 
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イ 徴収方法 

 

（１）納付手段 

 

銀行振込（振込手数料は、接続電気通信事業者等が負担） 

 

（２）負担金の額の通知 

 

接続電気通信事業者等が算定対象電気通信番号を利用した月の３か月後

に、支援機関が次に掲げる事項を接続電気通信事業者等に通知する。 

 

① 毎月の第一種負担金の額（番号単価に算定対象電気通信番号数を乗じ

た額） 

② 第一種負担金の納付期限   

③ 第一種負担金を納付する口座名義・口座番号 

   

（３）第一種負担金の納付期限 

 

接続電気通信事業者等が算定対象電気通信番号を利用した月の３か月後

の月の 25日までとする。 

 

（４）延滞金の納付 

 

第一種負担金の額に、納付期限の翌日から納付する日までの日数１日に

つき１万分の４の割合を乗じた延滞金を納付する。 

 

（５）支援機関の第一種負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 

 

支援機関の第一種負担金の徴収に係る銀行口座については、預金額の全

額保障、振込先の限定等のセキュリティ対策を講ずるものとする。 
 

ウ その他 

 

算定規則第３条ただし書の規定に基づき、総務大臣の許可を得た場合は、上

記の記載によらず許可を得た方法により第一種負担金の額を算定し、第一種

負担金を徴収することとする。 
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審 査 結 果 

電気通信事業法関係審査基準（平成 13年総務省訓令第 75号。以下「審査基準」という。）第 24条及び

第 25条の規定に基づき審査を行った結果、以下のとおりと認められる。 

① 電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号。以下「法」という。）第 109 条第１項の規定による第一

種交付金の額及び交付方法の認可に係る審査

審 査 事 項 
審査

結果 
理  由 

１ 第一種交付金の額が算定規則

第５条の規定に照らし、妥当なも

のであること。（審査基準第 24条

(1)） 

適 本申請に係る第一種交付金の額については、以下の

理由により、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る

第一種交付金及び第一種負担金算定等規則（平成 14年

総務省令第 64号。以下「算定規則」という。）第５条の

規定に照らし、妥当なものであると認められる。 

・ 第一種交付金の額が、別記に示す届出資料を用い

て、算定規則第５条第１項に定める方法に従って、

補塡対象額から各第一種適格電気通信事業者の算

定自己負担額を控除した額とされていること。

・ 第一種交付金の額が、算定規則第５条第３項に定め

るとおり、令和５年度の基礎的電気通信役務収支に

おける営業費用の合計額から営業収益の合計額を

控除して得た額を下回っていること。

２ 第一種交付金を適格電気通信

事業者に交付する時期及び交付

する手段が適正かつ明確に定め

られていること。（審査基準第

24 条(2)） 

適  交付する時期（交付期限）及び交付手段（第一種交付

金の額の通知、各月の第一種交付金の額の計算方法、第

一種交付金の交付の特例及び第一種交付金の交付に係

る銀行口座のセキュリティ対策）について、適正かつ明

確に定められていると認められる。 

３ 前各号に掲げるもののほか、基

礎的電気通信役務の適切、公平か

つ安定的な提供を阻害するもので

ないこと。（審査基準第 24条

(3)） 

適 本件申請において、基礎的電気通信役務の適切、公平

かつ安定的な提供を阻害する内容はないと認められ

る。 
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② 法第 110 条第２項の規定による第一種負担金の額及び徴収方法の認可に係る審査 

審 査 事 項 
審査

結果 
事  由 

１ 第一種負担金の額が算定規則

第 27 条の規定に照らし、妥当な

ものであること。（審査基準第 25

条(1)） 

適 本申請に係る第一種負担金の額については、以下の

理由により、算定規則第 27条の規定に照らし、妥当な

ものであると認められる。 

・ 第一種負担金の額が、別記に示す届出資料を用いて

算定した補塡対象額を用いて、算定規則第 27 条第

１項及び第２項に定める方法に従って、最終算定月

前月までの各月の第一種負担金の額、最終算定月の

第一種負担金の額及び前年度残余額を合算した額

とされていること。 

・ 算定規則第 27 条第１項に規定する番号単価が、平

成 18年総務省告示第 429号に基づき、補塡対象額、

支援機関の支援業務に係る費用（以下「支援業務費」

という。）の額及び予測前年度過不足額の合計額を

令和７年中の予測算定対象電気通信番号の総数で

除したものを第一種適格電気通信事業者ごとの補

塡対象額の割合で案分することにより算定されて

いること。 

・ 支援業務費の額が、令和６年度の収支予算額（令和

６年３月認可済み）から前年度の支援業務費の繰越

額を減じた額とされていること。 

２ 第一種負担金を接続電気通信

事業者等が納付する時期及び納

付する手段が適正かつ明確に定

められていること。（審査基準

第 25条(2)） 

適 納付する時期（納付期限）及び納付する手段（第一種

負担金の額の通知、延滞金の納付及び第一種負担金の

徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策）について、適

正かつ明確に定められていると認められる。 

３ 前各号に掲げるもののほか、基

礎的電気通信役務の適切、公平か

つ安定的な提供を阻害するもので

ないこと。（審査基準第 25条

(3)） 

適 本件申請において、基礎的電気通信役務の適切、公平

かつ安定的な提供を阻害する内容はないと認められ

る。 

 

（別記）補塡対象額の算定に係る届出資料について 

申請者は、法第 109条第２項に基づき第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社（以

下｢ＮＴＴ東日本｣という。）及び西日本電信電話株式会社（以下｢ＮＴＴ西日本｣という。）から届出のあ

った第一種交付金の額を算定するための届出資料を用いて補塡対象額を算定している。 

 

当該届出資料のうちＮＴＴ東日本の原価は、算定規則第 15条第１項の規定によらず算定したもので

ある。申請者は、ＮＴＴ東日本の当該届出資料を用いて第一種交付金の額及び第一種負担金の額を算定

しているため、申請者及びＮＴＴ東日本から、算定規則第３条ただし書の規定に基づく算定規則によら

ない算定の許可申請が行われている。本件の算定は合理的な措置であると認められ、別途本件申請の認

可とともに許可をする予定である。 

 

当該届出資料のうちＮＴＴ西日本の原価は、令和６年能登半島地震に起因する災害特別損失のうち、

基礎的電気通信役務に関連する除却損、復旧に係る費用等を考慮した原価が用いられており、算定規則

第 15条第１項の規定によらず算定したものである。申請者は、ＮＴＴ西日本の当該届出資料を用いて

第一種交付金の額及び第一種負担金の額を算定しているため、申請者及びＮＴＴ西日本から、算定規則

第３条ただし書の規定に基づく算定規則によらない算定の許可申請が行われている。本件の算定は合

理的な措置であると認められ、別途本件申請の認可とともに許可をする予定である。 
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＜参考＞ 

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則に基づく許可申請 

（一般社団法人電気通信事業者協会、ＮＴＴ東日本、ＮＴＴ西日本） 
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参 考 資 料
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１．令和５年度ＮＴＴ東日本・西日本における電話のユニバーサルサービス収支表（第一号基礎的電気通信役務収支表）について

○令和５年度電話のユニバーサルサービス収支表（単位：百万円）

・令和５年度におけるＮＴＴ東日本・西日本の電話のユニバーサルサービス収支の状況は、ＮＴＴ東日本で▲ 248億円、ＮＴＴ西日本で
▲ 312億円の赤字（東西計で▲ 561億円）となっている。

・なお、NTT西日本において、令和５年度決算において計上した災害特別損失40億円のうち、ユニバーサルサービス相当11億円を営業費
用に含めた場合の営業損益は、▲324億円の赤字となっている。

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

営業収益

営業費用

営業利益 営業収益

営業費用

営業利益

災害特別
損失の

影響考慮後
の利益

管理部門費用

利用部門

管理部門費用

利用部門
公衆削減
以外費用

公衆電話
削減費用

公衆削減
以外費用

公衆電話
削減費用

加入電話 127,535 150,350 107,857 107,857 - 42,493 ▲22,815 122,241 152,066 116,316 116,316 - 35,750 ▲29,824 ▲30,946

基本料 127,535 150,239 107,749 107,749 - 42,490 ▲22,704 122,241 151,990 116,243 116,243 - 35,747 ▲29,748 ▲30,869

緊急通報 - 111 109 109 - 2 ▲111 - 76 73 73 - 3 ▲76 ▲77

第一種公衆電話 231 2,246 2,196 1,782 414 51 ▲2,016 116 1,527 1,513 1,258 255 14 ▲1,411 ▲1,415

市内通信 230 2,241 2,190 1,777 413 51 ▲2,010 115 1,520 1,507 1,252 254 14 ▲1,405 ▲1,409

離島特例
通信

0 1 1 1 - - ▲1 0 3 3 2 - - ▲2 ▲2

緊急通報 - 4 4 4 1 - ▲4 - 4 4 3 1 - ▲4 ▲4

合計 127,766 152,597 110,053 109,640 414 42,544 ▲24,831 122,357 153,593 117,829 117,574 255 35,764 ▲31,235 ▲32,360

前年度金額 136,537 161,232 115,358 114,885 473 45,874 ▲24,696 132,723 166,789 128,179 127,833 346 38,610 ▲34,066 ▲34,066 

前年差額 ▲8,771 ▲8,636 ▲5,305 ▲5,245 ▲60 ▲3,331 ▲135 ▲10,366 ▲13,196▲10,350 ▲10,259 ▲91 ▲2,846 ＋2,831 ＋1,706

前年比 ▲6.4% ▲5.4% ▲4.6% - - ▲7.3% ▲0.5% ▲7.8% ▲7.9% ▲8.1% - - ▲7.4% ＋8.3%
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■ 今年度のユニバーサルサービスの加入電話・基本料の第一種交付金及び第一種負担金の額の算定においては、第一号基礎的電気通信役務の提
供に要した原価から、小笠原母島ビルから大崎ビル間および式根島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて算定してい
る。

■ 上記の対応は、以下の理由により実施しているものである。
• 小笠原母島ビルから大崎ビル間については、2021年度までは、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算

定等規則（以下、「算定規則」という。）第15条第１項の規定によりＮＴＴ東日本に通知された手順においては、ＲＴ－ＧＣ間伝送路であり、第一号
基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外となっていた。

• また、式根島ビルから大崎ビル間についても、2023年度までは算定規則第15条第１項の規定により通知された手順においては、ＲＴ－ＧＣ間伝
送路であり、第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外としていた。

• しかしながら、本年度の算定規則第１５条第１項の規定により通知された手順によって費用を整理した場合、小笠原母島ビル、式根島ビルとも
に加入者回線数等が減少したことから局設置ＦＲＴとされ、当該両ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路の費用は、平成20年情報通信審議会答申
の整理に基づき、新たに第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定に用いられる原価に含ま
れることとなるため、当該両ビルの加入者回線単価が大幅に上昇し、基準単価（ベンチマーク）が大幅に上昇することとなる。

• 当該加入者回線単価は、他のビルの加入者回線単価や2021年度までの小笠原母島ビル、2023年度までの式根島ビルの加入線回線単価と比
して著しく高額となっており、ベンチマークも2021年度までの水準から著しく乖離することとなる。

• このため、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額を適正に算定することを目的として、今回の第
一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価については、小笠原母島ビルから大崎ビル間、式根島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間
伝送路に係る費用を除いて算定することとしたい。

■ 第一種交付金及び第一種負担金の額の算定において上記の対応を行うことについて、電気通信事業法第109条第１項に基づく第一種交付金の額及
び交付方法の認可の申請並びに同法第110条第２項に基づく第一種負担金の額及び徴収方法の認可の申請に併せて、算定規則第３条ただし書に基
づく許可の申請がされている。

※ なお、本件については、ＮＴＴ東日本からも、電気通信事業法第109条第２項に基づく算定に関して、総務大臣に対して、同様の許可の申請がされてい
る。

※ 2022年度及び2023年度認可の際にも、同様に第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価から、小笠原母島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ
－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて算定する対応を行うことにつき、算定規則第３条ただし書に基づく許可申請が行われ、許可されている。

【参考】
◇ 基準単価（ベンチマーク）への影響
・ 2024年度認可(上記対応を実施しない場合)：2,573円／月(+1,045円／月)＜2021年度認可の基準単価：1,528円／月＞

◇ 補てん対象額及び合算番号単価への影響（ＮＴＴ東西合計・試算）
・ 補てん対象額への影響 ：＋約６億円
・ 合算番号単価への影響 ：＋約0. 190 円

電話のユニバーサルサービス制度の第一種交付金及び第一種負担金の額の算定における
基準単価（ベンチマーク）の大幅な上昇に対する対応について
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【参考３】小笠原母島ビル・式根島ビルの加入者回線単価等

認可年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

アナログ加入者回線
数

（光IP補正後）

小笠原母島 200回線 193回線 191回線 184回線

式根島 227回線 221回線 218回線 208回線

加入者回線単価
（年間）

小笠原母島 2万円 352万円 347万円 352万円

式根島 2万円 2万円 2万円 229万円

加入者回線単価
（月間）

小笠原母島 1,734円 293,690円 289,130円 293,074円

式根島 1,508円 1,400円 1,379円 190,559円

 2022年度の小笠原母島ビルに加え、2024年度から式根島ビルも回線単価が大きく上昇
 これにより、基準単価（ベンチマーク）がさらに上昇（2,336円→2,573円）

算定対象原価
小笠原母島 416万円 6.8億円 6.6億円 6.5億円

式根島 411万円 371万円 361万円 4.8億円

基準単価(ベンチマーク)
※試算 1,528円/月 2,380円/月 2,336円/月 2,573円/月
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■ 今年度のユニバーサルサービスの第一種交付金及び第一種負担金の額の算定においては、第一号基礎的電気通信役務の提
供に要した原価に令和６年能登半島地震による災害特別損失のうち第一号基礎的電気通信役務の提供に係るものを含めている。

■ 第一種交付金の額の算定において第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価に災害特別損失のうち第一号基礎的電気
通信役務の提供に係るものを含めることについて、電気通信事業法第109条第１項に基づく第一種交付金の額及び交付方法の
認可の申請並びに同法第110条第２項に基づく第一種負担金の額及び徴収方法の認可の申請に併せて、第一号基礎的電気通
信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則第３条ただし書に基づく許可の申請を行う。

※ なお、本件については、ＮＴＴ西日本からも、電気通信事業法第109条第２項に基づく算定に関して、総務大臣に対して、同様の
許可の申請がされている。

【参考】

◇ 特別損失（収支表ベース）

・ 災害特別損失 11億円

◇ 補てん対象額及び合算番号単価への影響（試算）
・ 補てん額への影響 ： ＋約４百万円
・ 合算番号単価への影響 ： ＋約0.001円

（参考）ユニバーサルサービス制度の交付金の額の算定における特別損失の扱いについて
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（参考）第一種交付金の額及び第一種負担金の額に関する算定式 

１ 第一種交付金の額 

 (１) ＮＴＴ東日本に対する第一種交付金の額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝3,830,777,793円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

nは、最終算定月〔＝令和７年 12月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

tは、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Etは、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Enは、n月（最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

ＮＴＴ東日本の最終算定月の算定自己負担額 

ＮＴＴ東日本の補填

対象額＋案分した

支援業務費 

ＮＴＴ東日本の算定自己負担額 － 

 

最終算定月前

月までの算定

自己負担額 

ＮＴＴ東日本の「算定自己負担額」における前年度残余額に相当する額 

ＮＴＴ東日本の補填対象額 

ＮＴＴ東日本の

最終算定月の
番号数の割合 

「全接続電気通信事
業者等の前年度残
余額」の総額 

ＮＴＴ東日本の「算定自己負
担額」における前年度残余
額に相当する額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通

信事業者等の負

担額」の累計額 

最終算定月前月

までに算定した

ＮＴＴ東日本の

「算定自己負担

額」の累計額 
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（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Mnは、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電

気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet は、t 月の番号単価（番号単価は、平成 18 年総務省告示第 429 号に従って算定する。また、

原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）

〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、1.20325396 円／

月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の数（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の

算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の

算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 1.19658136 円／月・番号、令和６年７月～12 月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 1.19788045円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zeは、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補填対象額と東日本電信電話株

式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額

〔＝6,715,472,942円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝4,017,804,871円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 
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(２) ＮＴＴ西日本に対する第一種交付金の額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Cwは、西日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝2,536,585,902円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

nは、最終算定月〔＝令和７年 12月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

tは、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Wtは、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wnは、n月（最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Mnは、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電

気通信番号の数を加えたものをいう） 

ＮＴＴ西日本の補填

対象額＋案分した

支援業務費 

最終算定月前

月までの算定

自己負担額 

ＮＴＴ西日本の

最終算定月の
番号数の割合 

「全接続電気通信事
業者等の前年度残

余額」の総額 

ＮＴＴ西日本の「算定自己負
担額」における前年度残余
額に相当する額 

ＮＴＴ西日本の算定自己負担額 － 

 

ＮＴＴ西日本の補填対象額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通

信事業者等の負

担額」の累計額 

最終算定月前月

までに算定した

ＮＴＴ西日本の

「算定自己負担

額」の累計額 

ＮＴＴ西日本の「算定自己負担額」における前年度残余額に相当する額 

ＮＴＴ西日本の最終算定月の算定自己負担額 
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Pwt は、t 月の番号単価（番号単価は、平成 18 年総務省告示第 429 号に従って算定する。また、

原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）

〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、0.79674604 円／

月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年 12月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の

算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の

算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 0.80341864 円／月・番号、令和６年７月～12 月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 0.80211955円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zｗは、前年度の最終算定月において、西日本電信電話株式会社の補填対象額と西日本電信電話

株式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額

〔＝6,715,472,942円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝2,697,668,071円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 
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（３) 算出に係る留意点 

 

① 各接続電気通信事業者等の第一種負担金の額（適格電気通信事業者ごとに算定した第一種

負担金の合計額をいう。）又は各適格電気通信事業者の第一種負担金の額に当該適格電気通

信事業者の算定自己負担額を加えた額が限度割合（３％）を超える場合の第一種交付金の額

は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則（以

下「算定規則」という。）第５条第２項の規定による（整数未満の端数は、四捨五入）。 

 

② 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に 

整数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

   また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が 

最大となっているもので調整する。 
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２ 第一種負担金の額 

（１） ＮＴＴ東日本に係る接続電気通信事業者等の第一種負担金の額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝3,830,777,793円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

nは、最終算定月〔＝令和７年 12月予定。以下、この計算式において同じ〕 

t は、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Etは、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Ntは、t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

ＮＴＴ東日本の補填対象額

＋案分した支援業務費 

令和５年１月～最終算定月

前月の月末までの番号数

に係る負担額 

各接続電気通信事

業者等の最終算定

月の番号数の割合 

最終算定月の番号数 

に係る負担額 ＋ 

 

前年度残余額 ＋ 

 

「全接続電気通信事業者等

の前年度残余額」の総額 

前年度の最終算
定月の番号単価
に同月の番号数
を乗じて得た額 

ＮＴＴ東日本の「算定自

己負担額」における前年

度残余額に相当する額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通

信事業者等の負

担額」の累計額 

前年度の認可に
係る負担金の額
を満たすために
必要な額 

最終算定月前月

までに算定した

ＮＴＴ東日本の

「算定自己負担

額」の累計額 
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（Nt は、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値） 

Nnは、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn は、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mnは、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電

気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet は、t 月の番号単価（番号単価は、平成 18 年総務省告示第 429 号に従って算定する。また、

原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）

〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、1.20325396 円／

月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年 12月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の数（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の

算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の

算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 1.19658136円／月・番号、令和６年７月～12 月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 1.19788045円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

 

Zeは、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補填対象額と東日本電信電話株

式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 

〔＝Ce’＋S’・Ce’/C’－∑
−

=

1'

1'

n

t
（∑

=

'

1
]''[

Ft

i
NitPet・ ）－∑

−

=

1'

1'
]''[

n

t
EtPet・  〕 

 

C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額

〔＝6,715,472,942円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝4,017,804,871円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 
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（２） ＮＴＴ西日本に係る接続電気通信事業者等の第一種負担金の額 
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Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Cwは、西日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝2,536,585,902円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

nは、最終算定月（＝令和７年 12月予定。以下、この計算式において同じ。） 

tは、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Wtは、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Ntは、各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nt は、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値をとる） 

＋ 

 

前年度残余額 ＋ 

 

ＮＴＴ西日本の補填対象額

＋案分した支援業務費 

令和５年 1 月～最終算定月

前月の月末までの番号数

に係る負担額 

最終算定月の番号

数に係る負担額 

前年度の最終算
定月の番号単価
に同月の番号数

を乗じて得た額 

前年度の認可に
係る負担金の額
を満たすために

必要な額 

各接続電気通信事

業者等の最終算定

月の番号数の割合 

「全接続電気通信事業者等

の前年度残余額」の総額 

ＮＴＴ西日本の「算定自

己負担額」における前年

度残余額に相当する額 

最終算定月前月

までに算定した

「全接続電気通

信事業者等の負

担額」の累計額 

最終算定月前月

までに算定した

ＮＴＴ西日本の

「算定自己負担

額」の累計額 
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Nnは、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nn は、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mnは、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電

気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt は、t 月の番号単価（番号単価は、平成 18 年総務省告示第 429 号に従って算定する。また、

原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用する）

〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、0.79674604円／

月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年 12月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の数（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の

算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の

算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 0.80341864円／月・番号、令和６年７月～12 月の各月末の算定対象電気通信

番号に適用する番号単価は 0.80211955円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zwは、前年度の最終算定月において、西日本電信電話株式会社の補填対象額と西日本電信電話株

式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補填対象額の合計額

〔＝6,715,472,942円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補填対象額〔＝2,697,668,071 円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 
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（３) 算出に係る留意点

① 各接続電気通信事業者等（適格電気通信事業者であるものを除く。）の第一種負担金の総額

（適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の合計額をいう。）の当該接続電気通信事

業者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、当該負担金の総額は当

該算定対象収益の額に限度割合（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

② 各適格電気通信事業者における第一種負担金の額と当該適格電気通信事業者に係る算定自

己負担額の合計額（以下「負担金等の額」という。）の当該適格電気通信事業者の算定対象収益

の額に占める割合が限度割合（３％）を超える場合には、当該負担金等の額は当該算定対象収

益の額に限度割合を乗じて得た額とする（整数未満の端数は四捨五入）。 

③ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整

数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。

 また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最 

大となっているもので調整する。 
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第一種交付金の額及び交付方法認可申請書 

ＴＣＡ支―３８３ 

令和６年９月１９日 

総 務 大 臣  

松本 剛明 殿 

郵 便 番 号 １０１－００５２ 

とうきょうとちよだくかんだおがわまちいっちょうめ

住 所   東京都千代田区神田小川町一丁目１０ 

興信ビル２Ｆ 

いっぱんしゃだんほうじんでんきつうしんじぎょうしゃきょうかい

名称及び代表者の氏名 一般社団法人電気通信事業者協会 

かいちょう  たかはし  まこと

会長 髙橋 誠 

電気通信事業法第１０９条第１項の規定により、第一種交付金の額及び交付方法の認可を受けた

いので、次のとおり申請します。 

１ 第一種交付金の額 

東日本電信電話株式会社に対する 

第一種交付金の額 
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C は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Ceは、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝3,830,777,793円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

nは、最終算定月〔＝令和７年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

tは、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Etは、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Enは、n月（最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 
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Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Mnは、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象電

気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet は、t 月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る）〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、1.20325396

円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の数（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社

の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 1.19658136 円／月・番号、令和６年７月～１２月の各月末の算定対象電気通

信番号に適用する番号単価は 1.19788045円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zeは、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電話

株式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計

額〔＝6,715,472,942 円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝4,017,804,871 円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 
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西日本電信電話株式会社に対する 

第一種交付金の額 

＝  Cw－ [ ]∑
−

=

1

1

n

t
WtPwt・ － {Cw＋ S・ Cw /C－ ∑

−

=

1

1

n

t
（ ∑

=

Ft

i
NitPwt

1
][ ・ ）－ ∑

−

=

1

1
][

n

t
WtPwt・ －

∑
=

−
'

1
]'/'''[

Ft

i
MnNinZwNinPwn ・・ －（Pwn’・Wn’－Zw・Wn’/Mn’）}・Wn /Mn 

 －（Pwn’・Wn’－Zw・Wn’/Mn’） 

 

Cは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Cwは、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝2,536,585,902円〕 

Sは、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

nは、最終算定月〔＝令和７年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

tは、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Wtは、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wnは、n月（最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ftは、t月の負担事業者数 

Nitは、t月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Mnは、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象電

気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt は、t 月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用す

る）〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、0.79674604

円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（i は、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気

通信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社

の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 
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Pwt’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に適

用する番号単価は 0.80341864 円／月・番号、令和６年７月～１２月の各月末の算定対象電気通

信番号に適用する番号単価は 0.80211955円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zｗは、前年度の最終算定月において、西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電

話株式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計

額〔＝6,715,472,942 円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝2,697,668,071円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 

※ 各接続電気通信事業者等の第一種負担金の額（第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第

一種負担金の合計額をいう。）又は各第一種適格電気通信事業者の第一種負担金の額に当該第

一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が限度割合（３％）を超える場合の第一

種交付金の額は、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定

等規則（以下「算定規則」という。）第５条第２項の規定による（整数未満の端数は、四捨五

入）。 

※ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整

数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

  また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最

大となっているもので調整する。 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（令和６年１２月）か

ら変更となる場合、t において「令和７年１月予定」とあるところを変更となる月数分変更す

る。 

２ 交付方法 

(1) 交付手段

第一種交付金の交付は銀行振込により行うものとする。

第一種交付金の振込手数料の負担は、第一種交付金を交付する支援機関が負うものとする。 

(2) 第一種交付金額の通知

前年度の最終算定月の３箇月後から最終算定月の３箇月後までの間、毎月、第一種適格電気
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通信事業者に対して第一種交付金額の通知を行う。 

  なお、前年度の最終算定月の３箇月後に第一種適格電気通信事業者に対して通知する第一種

交付金額は、算定規則第２７条第２項に規定する「残余の額」に係るものとする。 

 

 (3) 第一種交付金の交付期限 

   毎月の第一種交付金額の通知の日の属する月の翌月までに第一種交付金を交付する。 

 

(4) 各月の第一種交付金の額の計算方法 

①前年度の最終算定月の３箇月後から最終算定月の２箇月後までの間、毎月、第一種適格電気

通信事業者に対して通知を行う第一種交付金の額の計算方法 

 ＝ 第一種負担金を納付すべき各接続電気通信事業者等から納付を受けた各月の当該第一種

適格電気通信事業者に係る第一種負担金の額の合計額 

          当該第一種適格電気通信事業者の補てん対象額 

×  当該第一種適格電気通信事業者の補てん対象額＋支援機関の支援業務に係る費

用の額を補てん対象額の割合で案分した額 

②最終算定月の３箇月後に第一種適格電気通信事業者に対して通知を行う第一種交付金の額の

計算方法 

＝ （第一種負担金を納付すべき全接続電気通信事業者等の当該第一種適格電気通信事業者に

係る第一種負担金の総額 － 前年度の最終算定月の３箇月後から最終算定月の２箇月後

までに第一種負担金を納付すべき各接続電気通信事業者等から納付を受けた当該第一種適

格電気通信事業者に係る第一種負担金の総額） 

          当該第一種適格電気通信事業者の補てん対象額 

×  当該第一種適格電気通信事業者の補てん対象額＋支援機関の支援業務に係る費

用の額を補てん対象額の割合で案分した額 

 

  ただし、各接続電気通信事業者等の第一種負担金の額（第一種適格電気通信事業者ごとに算

定した第一種負担金の合計額をいう。）又は各第一種適格電気通信事業者の第一種負担金の額

に当該第一種適格電気通信事業者の算定自己負担額を加えた額が限度割合（３％）を超える場

合は、以下の金額を控除する。 

 「①及び②の合計額」－「算定規則第５条第２項の規定により算定した額（整数未満の端数は、

四捨五入）」 

 

①及び②において、整数未満の端数があるときは四捨五入する。 

 また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最

大となっているもので調整する。  

 

(5) 第一種交付金の交付の特例 

第一種交付金の交付期限までに、算定規則第２２条第１項各号に規定する事由が生じた場合、
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同項の規定に基づき、第一種交付金を減額することができる。ただし、当該事由の発生した接

続電気通信事業者等から第一種負担金の額の全部又は一部が納付された場合には、同条第２項

の規定に基づき案分して算定した額を第一種交付金として速やかに第一種適格電気通信事業

者に交付する。 

(6) 第一種交付金の交付に係る銀行口座のセキュリティ対策

支援機関の第一種交付金の交付に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講じ

るものとする。 

① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであること

② 当該口座からの振込先を各第一種適格電気通信事業者及び支援業務経費用の口座に限定

する。

③ 振込手続きに係るシステム操作の認証強化（予め特定された者による認証操作を要する

ものとする）

④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。

⑤ ネットバンクシステムを活用し、口座管理の迅速性を確保する。

３ その他 

 算定規則第３条但し書きの規定に基づき、総務大臣の許可を得た場合は、上記の記載によらず許可

を得た方法により第一種交付金の額を算定し、第一種交付金を交付することとする。 
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第一種負担金の額及び徴収方法認可申請書 

ＴＣＡ支―３８４ 

令和６年９月１９日 

総 務 大 臣  

松本 剛明 殿 

郵 便 番 号 １０１－００５２ 

とうきょうとちよだくかんだおがわまちいっちょうめ

住 所   東京都千代田区神田小川町一丁目１０ 

興信ビル２Ｆ 

いっぱんしゃだんほうじんでんきつうしんじぎょうしゃきょうかい

名称及び代表者の氏名 一般社団法人電気通信事業者協会 

かいちょう  たかはし  まこと

会長  髙橋 誠 

電気通信事業法第１１０条第２項の規定により、第一種負担金の額及び徴収方法の認可を受け

たいので、次のとおり申請します。 

１ 第一種負担金の額（第一種適格電気通信事業者ごとに算定） 

以下の①及び②の要件を充足する接続電気通信事業者等ごとに算定 

① 前年度の電気通信事業収益が１０億円を超える事業者

② 令和６年度において、当該電気通信事業者が総務大臣から指定を受けた電気通信番号（第

一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則（以下、「算

定規則」という。）別表第１１に掲げるものに限る。）を最終利用者に付与している事業者 

東日本電信電話株式会社に係るもの 

各接続電気通信事業者等の第一種負担金の額 
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C は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 
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Ce は、東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝3,830,777,793円〕 

S は、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

n は、最終算定月〔＝令和７年１２月予定。以下、この計算式において同じ〕 

t は、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Et は、t月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft は、t月の負担事業者数 

Nit は、t月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Nt は、t月の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値） 

Nn は、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象

電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社の算定対象

電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet は、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま

た、原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用

する）〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、

1.20325396円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Et’は、t’月の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

En’は、n’月（前年度の最終算定月）の東日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会社

の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pet’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に

適用する番号単価は 1.19658136円／月・番号、令和６年７月～１２月の各月末の算定対象電気

通信番号に適用する番号単価は 1.19788045円／月・番号〕 

Pen’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 
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Ze は、前年度の最終算定月において、東日本電信電話株式会社の補てん対象額と東日本電信電

話株式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合

計額〔＝6,715,472,942円〕 

Ce’は、前年度の東日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝4,017,804,871 円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 

 

 

 

西日本電信電話株式会社に係るもの 

各接続電気通信事業者等の第一種負担金の額 
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C は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合計額 

〔＝6,367,363,695円〕 

Cw は、西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝2,536,585,902円〕 

S は、支援業務費の額〔＝50,144,947円〕 

n は、最終算定月（＝令和７年１２月予定。以下、この計算式において同じ。） 

t は、各月（令和７年１月予定～最終算定月） 

Wt は、t月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft は、t月の負担事業者数 

Nit は、t月における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft までの整数値をとる） 

Nt は、各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Ntは、N1t，N2t，…，NFttのうちの対応する値をとる） 

Nn は、n月（最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（Nnは、N1n，N2n，…，NFtnのうちの対応する値） 

Mn は、n 月（最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等の算定対象

電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社の算定対象

電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt は、t月の番号単価（番号単価は、平成１８年総務省告示第４２９号に従って算定する。ま
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た、原則として令和７年４月に修正し、同年７月以降の各月末の算定対象電気通信番号に適用

する）〔令和７年１月～６月の各月末の算定対象電気通信番号に適用する番号単価は、

0.79674604円／月・番号〕 

n’は、前年度の最終算定月〔＝令和６年１２月予定。以下、この計算式において同じ。〕 

t’は、前年度の各月（令和６年１月～前年度の最終算定月） 

Wt’は、t’月の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Wn’は、n’月（前年度の最終算定月）の西日本電信電話株式会社の算定対象電気通信番号の数 

Ft’は、t’月の負担事業者数 

Nit’は、t’月における i番目の接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数 

（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nin’は、n’月（前年度の最終算定月）における i 番目の接続電気通信事業者等の算定対象電

気通信番号の数（iは、1～Ft’までの整数値をとる） 

Nn’は、n’月（前年度の最終算定月）の各接続電気通信事業者等の算定対象電気通信番号の数

（Nn’は、N1n’，N2n’，…，NFtn’のうちの対応する値） 

Mn’は、n’月（前年度の最終算定月）の算定対象電気通信番号の総数（接続電気通信事業者等

の算定対象電気通信番号の合計数に第一種適格電気通信事業者である西日本電信電話株式会社

の算定対象電気通信番号の数を加えたものをいう） 

Pwt’は、t’月の番号単価〔令和６年１月～令和６年６月の各月末の算定対象電気通信番号に

適用する番号単価は 0.80341864円／月・番号、令和６年７月～１２月の各月末の算定対象電気

通信番号に適用する番号単価は 0.80211955円／月・番号〕 

Pwn’は、n’月（前年度の最終算定月）の番号単価 

Zw は、前年度の最終算定月において、西日本電信電話株式会社の補てん対象額と西日本電信電

話株式会社に係る支援業務費の額の合計額と同額になるために必要な額 
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C’は、前年度の東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の補てん対象額の合

計額〔＝6,715,472,942円〕 

Cw’は、前年度の西日本電信電話株式会社の補てん対象額〔＝2,697,668,071円〕 

S’は、前年度の支援業務費の額〔＝40,743,564円〕 

 

※ 各接続電気通信事業者等（第一種適格電気通信事業者であるものを除く。）の第一種負担金の

総額（第一種適格電気通信事業者ごとに算定した第一種負担金の合計額をいう。）の当該接続電

気通信事業者等の算定対象収益の額に占める割合が限度割合を超える場合には、当該第一種負

担金の総額は当該算定対象収益の額に限度割合（３％）を乗じて得た額とする（整数未満の端

数は四捨五入）。 

 

※ 各第一種適格電気通信事業者における「第一種負担金の額と当該第一種適格電気通信事業者
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に係る算定自己負担額の合計額（以下「第一種負担金等の額」という。）の当該第一種適格電気

通信事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合（３％）を超える場合には、当該第一

種負担金等の額は当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする（整数未満の端数は

四捨五入）。 

 

※ 端数処理については、算定規則の規定に従って行い、それでもなお乗じて計算した場合に整

数未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。 

 また、端数処理の結果、算定した額の合計が案分する前の元額と一致しない場合は、額が最

大となっているもので調整する。 

 

※ 前年度の最終算定月が算定対象電気通信番号の数の変動に伴って予定（令和６年１２月）か

ら変更となる場合、ｔにおいて「令和７年１月予定」とあるところを変更となる月数分変更す

る。 

 

 

 

２ 徴収方法 

 (1) 納付手段 

   第一種負担金の納付は、銀行振込により行うものとする。 

  第一種負担金の振込手数料の負担は、第一種負担金を納付する接続電気通信事業者等が負

うものとする。 

 

(2) 第一種負担金額の通知 

   第一種負担金の納付額等を相互に確認するため、第一種負担金を納付すべき接続電気通信

事業者等に対し、以下の事項を通知する。 

   ① 各接続電気通信事業者等の第一種負担金の額 

   ② 第一種負担金の納付期限   

③ 第一種負担金を納付する口座名義・口座番号 

  なお、各接続電気通信事業者等に対する第一種負担金額の通知については、算定規則第２

７条第２項に規定する「残余の額」及び前年度の最終算定月の翌月から最終算定月までの各

月の算定対象電気通信番号に係る第一種負担金の額をそれぞれ金額の確定する月以降毎月行

うこととする。 

   

(3) 第一種負担金の納付期限 

  毎月の番号数報告期限の翌月の２５日までとする。 

 

(4) 延滞金の納付  

   納付期限までに第一種負担金が納付されない場合は、納付期限の翌日から納付する日まで
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の日数について、日１万分の４の割合を乗じた延滞金を納付するものとする。 

 

(5) 第一種負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の第一種負担金の徴収に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講

じるものとする。 

① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであること 

② 当該口座からの振込先を各第一種適格電気通信事業者及び支援業務経費用の口座に限

定する。 

③ 振込手続きに係るシステム操作の認証強化（予め特定された者による認証操作を要す

るものとする） 

④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。 

⑤ ネットバンクシステムを活用し、口座管理の迅速性を確保する。 

 

３ その他 

 算定規則第３条但し書きの規定に基づき、総務大臣の許可を得た場合は、上記の記載によらず許可

を得た方法により第一種負担金の額を算定し、第一種負担金を徴収することとする。 
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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び 

第一種負担金算定等規則に基づく許可申請 

 

 

                  ＴＣＡ支－３８５  

  令和６年９月１９日 

 

 

総 務 大 臣  

松本 剛明 殿 

郵 便 番 号           １０１－００５２ 
とうきょうとちよだくかんだおがわまちいっちょうめ  

住    所     東京都千代田区神田小川町一丁目 

１０番地 興信ビル２Ｆ 

いっぱんしゃだんほうじんでんきつうしんじぎょうしゃきょうかい 

名称及び代表者の氏名 一般社団法人電気通信事業者協会 

かいちょう  たかはし  まこと 

会長  髙橋 誠 

 

 

 

 

 

別紙のとおり、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第

一種負担金算定等規則（平成１４年６月１９日総務省令第６４号）第３条の規定

に基づく許可を受けたいので申請します。 

 

50



別紙 

 

以下のとおり許可を受けたいのでよろしく取り計らい願います。 

 

〇第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定

等規則（以下「算定規則」という。）第５条（第一種交付金の額の算定方法

等）及び第２７条（第一種負担金の額の算定方法等）関連 

 

算定規則第５条及び第２７条に定める第一種交付金の額及び第一種負担金

の額の算定について、第一種適格電気通信事業者である東日本電信電話株式会

社及び西日本電信電話株式会社（以下「第一種適格電気通信事業者」という。）

が、第１５条、第１６条、第１７条、第１８条に定める第一号基礎的電気通信

役務における設備管理部門原価について、東日本電信電話株式会社において、

第１５条第１項の規定により通知された手順に基づいて算出された原価につ

いて、小笠原母島ビルから大崎ビル間、式根島ビルから大崎ビル間のき線点Ｒ

Ｔ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて算定すること、また、西日本電信電話株

式会社において、電気通信事業会計規則（昭和６０年郵政省令第２６号）別表

第二様式第二の特別損失に計上した災害特別損失のうち、第一号基礎的電気通

信役務に係る費用を含めて算定すること。 

 

（理由） 

 第一種適格電気通信事業者は、第一号基礎的電気通信役務支援機関である当

協会（以下「支援機関」という。）に対し、電気通信事業法（昭和５９年法律第

８６号）第１０９条第２項に基づき交付金の額を算定するための資料として前

年度の原価等を届け出るとされているところ、当該届出においては、第一号基礎

的電気通信役務原価について、小笠原母島ビルから大崎ビル間、式根島ビルから

大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて算定し、併せて、電

気通信事業会計規則（昭和６０年郵政省令第２６号）別表第二様式第二の特別損

失に計上した災害特別損失のうち、第一号基礎的電気通信役務に係る費用を含

めて算定して、これについて、総務大臣に対し、算定規則第３条の規定に基づく

許可申請を行っている。 

 

［許可申請の理由］ 

＜き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除いて算定＞ 

小笠原母島ビルから大崎ビル間については、令和３年度までの第１５条第

１項の規定により通知された手順においては、ＲＴ－ＧＣ間伝送路であり、

第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外としていた。 

 また、式根島ビルから大崎ビル間については、令和５年度までの第１５条

第１項の規定により通知された手順においては、ＲＴ－ＧＣ間伝送路であり、

第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外としていた。 

51



しかしながら、本年度の第１５条第１項の規定により通知された手順によ

って費用を整理した場合、小笠原母島ビル、式根島ビルともに加入者回線数

等が減少したことから、局設置ＦＲＴとされ、当該両ビル間のき線点ＲＴ－

ＧＣ間伝送路の費用は、平成２０年情報通信審議会答申の整理に基づき、新

たに第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負

担金の額の算定に用いられる原価に含まれることとなるため（別添１、別添

２）、当該両ビルの加入者回線単価が大幅に上昇し、基準単価（ベンチマーク）

が大幅に上昇することとなる（別添３）。 

当該加入者回線単価は、他のビルの加入者回線単価や令和３年度までの小

笠原母島ビル、令和５年度までの式根島ビルの加入線回線単価と比して著し

く高額となっており（別添４）、ベンチマークも前年度までの水準から著しく

乖離することとなる。 

 このため、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び

第一種負担金の額を適正に算定することを目的として、今回の第一号基礎的

電気通信役務の提供に要した原価については、小笠原母島ビルから大崎ビル

間、式根島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除

いて算定することとしたい。 

＜電気通信事業会計規則別表第二様式第二の特別損失に計上した災害特別損失

のうち、第一号基礎的電気通信役務に係る費用を含めて算定＞ 

災害特別損失は、被災した電気通信役務に係る設備の除却損・撤去費用・

応急復旧・原状回復費用及び復旧に係る人的・物的支援に係る費用等であり、

電気通信役務の提供のための営業費用と同一の性質のものである。 

そのため、今回の第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価について、

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金

の額を適正に算定するため、上述の災害特別損失のうち第一号基礎的電気通

信役務に関連するものを含めて算定したもの。 

支援機関は、この第一種適格電気通信事業者による原価を用いて第一種交付

金及び第一種負担金の額を算出していることから、同様の許可申請をするも

の。 
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【別添３】小笠原母島ビル・式根島ビルの加入者回線単価等

認可年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

アナログ加入者回線
数

（光IP補正後）

小笠原母島 200回線 193回線 191回線 184回線

式根島 227回線 221回線 218回線 208回線

加入者回線単価
（年間）

小笠原母島 2万円 352万円 347万円 352万円

式根島 2万円 2万円 2万円 229万円

加入者回線単価
（月間）

小笠原母島 1,734円 293,690円 289,130円 293,074円

式根島 1,508円 1,400円 1,379円 190,559円

 2022年度の小笠原母島ビルに加え、2024年度から式根島ビルも回線単価が大きく上昇
 これにより、基準単価（ベンチマーク）がさらに上昇（2,336円→2,573円）

算定対象原価
小笠原母島 416万円 6.8億円 6.6億円 6.5億円

式根島 411万円 371万円 361万円 4.8億円

基準単価(ベンチマーク)
※当社試算 1,528円/月 2,380円/月 2,336円/月 2,573円/月
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（参考）

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則
（平成十四年六月十九日総務省令第六十四号）

最終改正：令和五年六月十六日総務省令第五十一号

（遵守義務）

第三条 第一種適格電気通信事業者、算定対象電気通信事業者（第二十三条に規定する電

気通信事業者をいう。）、接続電気通信事業者等又は支援機関は、第一号基礎的電気通信

役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金の額の算定方法、延滞金を計算する

ために乗じる率、支援業務規程の記載事項、帳簿の備付方法及び記載事項又は記録事項そ

の他第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金並びに支援機

関の業務に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由

がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び 

第一種負担金算定等規則に基づく許可申請 

 

東経営第 000 20 00 003 85 号 

２ ０ ２ ４ 年 ８ 月 ３ ０ 日 

 

 

総 務 大 臣 

松本 剛明  殿 

 

                 郵便番号 １６３－８０１９ 

                 住所   東京都
とうきょうと

新宿区
しんじゅくく

西新宿
にししんじゅく

三丁目
さんちょうめ

１９－２ 

                 名称及び代表者の氏名 

                      東
ひがし

日
に っ

本
ぽ ん

電
で ん

信
し ん

電
で ん

話
わ

株
か ぶ

式
し き

会
が い

社
し ゃ

 

                       代表取締役社長 澁谷
しぶたに

 直樹
な お き

 

 

                 登録年月日及び登録番号 

                     平成１６年４月１日 第 233 号  

 

 

 

 別紙のとおり、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第

一種負担金算定等規則（平成１４年６月１９日総務省令第６４号）第３条の規定

に基づく許可を受けたいので申請します。 
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別紙 

 
以下のとおり許可を受けたいので宜しく取りはからい願います。 

 
○第１５条（設備管理部門の資産及び費用の整理）、第１６条（設備管理運営

費の算定）、第１７条（他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税）、第

１８条（設備管理部門の第一号基礎的電気通信役務原価の算定）関連 

 
第１５条、第１６条、第１７条、第１８条に定める第一号基礎的電気通信役

務における設備管理部門原価について、第１５条第１項の規定により通知さ

れた手順に基づいて算出された原価について、小笠原母島ビルから大崎ビル

間、式根島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除

いて算定すること。 

 
（理由） 

 小笠原母島ビルから大崎ビル間については、令和３年度までの第１５条第

１項の規定により通知された手順においては、ＲＴ－ＧＣ間伝送路であり、

第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外としていた。 
 また、式根島ビルから大崎ビル間については、令和５年度までの第１５条

第１項の規定により通知された手順においては、ＲＴ－ＧＣ間伝送路であり、

第一号基礎的電気通信役務の提供に要する費用の算定対象外としていた。 
しかしながら、本年度の第１５条第１項の規定により通知された手順によ

って費用を整理した場合、小笠原母島ビル、式根島ビルともに加入者回線数

等が減少したことから、局設置ＦＲＴとされ、当該両ビル間のき線点ＲＴ－

ＧＣ間伝送路の費用は、平成２０年情報通信審議会答申の整理に基づき、新

たに第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負

担金の額の算定に用いられる原価に含まれることとなるため（別添１、別添

２）、当該両ビルの加入者回線単価が大幅に上昇し、基準単価（ベンチマーク）

が大幅に上昇することとなる（別添３）。 
当該加入者回線単価は、他のビルの加入者回線単価や令和３年度までの小

笠原母島ビル、令和５年度までの式根島ビルの加入線回線単価と比して著し

く高額となっており（別添４）、ベンチマークも前年度までの水準から著しく

乖離することとなる。 
 このため、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び

第一種負担金の額を適正に算定することを目的として、今回の第一号基礎的

電気通信役務の提供に要した原価については、小笠原母島ビルから大崎ビル
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間、式根島ビルから大崎ビル間のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路に係る費用を除

いて算定することとしたい。 
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【別添３】小笠原母島ビル・式根島ビルの加入者回線単価等

認可年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

アナログ加入者回線
数

（光IP補正後）

小笠原母島 200回線 193回線 191回線 184回線

式根島 227回線 221回線 218回線 208回線

加入者回線単価
（年間）

小笠原母島 2万円 352万円 347万円 352万円

式根島 2万円 2万円 2万円 229万円

加入者回線単価
（月間）

小笠原母島 1,734円 293,690円 289,130円 293,074円

式根島 1,508円 1,400円 1,379円 190,559円

 2022年度の小笠原母島ビルに加え、2024年度から式根島ビルも回線単価が大きく上昇
 これにより、基準単価（ベンチマーク）がさらに上昇（2,336円→2,573円）

算定対象原価
小笠原母島 416万円 6.8億円 6.6億円 6.5億円

式根島 411万円 371万円 361万円 4.8億円

基準単価(ベンチマーク)
※当社試算 1,528円/月 2,380円/月 2,336円/月 2,573円/月
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第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び 

第一種負担金算定等規則に基づく許可申請 

 

 

 

企営第 155500000441 号 

２０２４年８月３０日 

 

 

総 務 大 臣  

松 本  剛 明 殿 

 

郵便番号  ５３４－００２４ 
おおさかふおおさかしみやこじまくひがしのだまち 

住所 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目 
１５番８２号 

 

名称及び代表者の氏名 
にしにっぽんでんしんでんわかぶしきがいしゃ 
西日本電信電話株式会社 

きたむら  りょうた 

代表取締役社長  北村 亮太 

 

登録の番号及び年月日 
 

第 234号     平成 16年４月１日 

 

 

 別紙のとおり、第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第

一種負担金算定等規則（平成１４年６月１９日総務省令第６４号）第３条の規

定に基づく許可を受けたいので申請します。 
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別紙 

以下のとおり許可を受けたいので宜しく取りはからい願います。 

○第５条（第一種交付金の額の算定方法等）、第１９条（設備利用部門の第一

号基礎的電気通信役務原価の算定）、第２０条（設備利用費の算定）及び第

２１条（他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税）関連

第５条第１項第３号ロに定める第一号基礎的電気通信役務収支表の第一表

に記載した営業費用の額 および 第１９条、第２０条及び第２１条に定める

第一号基礎的電気通信役務における設備利用部門原価について、西日本電信

電話株式会社において電気通信事業会計規則別表第二様式第二の特別損失に

計上した災害特別損失のうち、第一号基礎的電気通信役務に係る費用を含め

て算定すること。 

（理由） 

災害特別損失は、被災した電気通信役務に係る設備の除却損・撤去費用・

応急復旧・原状回復費用及び復旧に係る人的・物的支援に係る費用等であり、

電気通信役務の提供のための営業費用と同一の性質のものである。 

そのため、今回の第一号基礎的電気通信役務の提供に要した原価について、

第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金の額及び第一種負担金

の額を適正に算定するため、上記の災害特別損失のうち第一号基礎的電気通

信役務に関連するものを含めて算定したもの。 
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